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Ⅰ 出水期前の防災対策の推進

② 副市町村長会議（５月14日） 市町村等防災関係課長会議（５月27日）

 災害時に市町村長を支える副市町村長と、実務に当たる担当課長に対して、

 適切な防災情報の伝達や個別避難計画の作成促進等を助言・要請。

（１）市町村と連携した取組

防災危機管理局

③ 市町村防災担当職員個別ヒアリング

 ５月11日以降、県の職員が市町村に出向き、個別避難計画の策定状況や自主

 防災組織の取組等をヒアリングするとともに、避難所の指定や運営等を助言。

① 福岡県防災・危機管理トップセミナー（５月25日）

 災害時に極めて重要な判断が求められる市町村長に対して、

 災害時の判断能力の向上等を図るための研修を実施。
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① 防災関係機関意見交換会（トップ会談）（５月12日）  

 防災関係機関の長が平常時からの情報共有体制の構築を図ることを目的とした、

 防災、テロ、国民保護等についての意見交換。

（２）防災関係機関と連携した取組

防災危機管理局

② 福岡県総合防災訓練（５月24日、久留米市・うきは市）

 近年の激甚化、広域化する災害を踏まえ、県内の複数自治体が被災したと想定

 し、市町村や防災関係機関との連携強化、防災技術の向上、県民の防災意識の 

 向上を図る訓練を実施予定。

③ 福岡県災害復旧・復興推進本部会議（５月19日）

 全庁の出水期前の豪雨対策及び災害復旧・復興の進捗状況を情報共有し、

 災害への備えを確認。

Ⅰ 出水期前の防災対策の推進
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（３）防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の周知

防災危機管理局

■県庁ロビー

「今年の大雨対策」展

（５月11日から22日）

・アプリ紹介

・パネル展示

・避難所運営物資・備蓄品展示

■福岡県総合防災訓練（５月24日）でのブース出展など

■県政番組「優＆舞のもっと！

知っトク！ふくおか」

（５月23日）

・アプリ紹介

・トイレカーの導入

・新たな防災気象情報

Ⅰ 出水期前の防災対策の推進
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・ 出水期前に、県管理の樋門（９箇所）について、管理受託者（土地改良区・市町）による点検を依頼。

・ 点検結果を踏まえ、要対応箇所があれば補修等の応急対策を実施。

・ 出水期中は、台風の接近等、災害発生のおそれのある場合には、事前点検を実施。

（１） 県管理樋門
農林水産部

Ⅱ 危険箇所等の点検・対策
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（２） 筑後川下流地域のクリーク先行排水

①広域的に先行排水を実施するため、市町、一部事務組合、土地改良区、国、県、水資源機構が参
画する連絡体制を構築。

②大雨が予想される場合、予想降雨量などの気象情報を市町等に情報提供。

③予想降雨量や営農状況を踏まえ、市町と関係機関が協議の上で、クリークの水位を通常時より
30cm以上低下させる排水作業を実施。

通常時の水位
クリーク先行排水実施路線

先行排水後の水位

＜連絡体制＞
・８市町（大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町）
・３一部事務組合（花宗太田土木組合、柳川みやま土木組合、花宗用水組合）
・５土地改良区（筑後川、八女筑後地区、三潴南部、柳川みやま、矢部川左岸）
・国、県、水資源機構

空き容量

筑後川下流地域では、大雨予報時にクリークの水位を下げて洪水調節容量を確保することで、湛水
被害の軽減を図る「クリーク先行排水」を進めるため、以下の取組を実施。

農林水産部
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（３）公共土木施設（道路、河川、砂防施設）

・ 通常時の巡視に加えて、出水期前に実施する点検において、危険箇所及び巡視等で抽出された箇所の調査・

点検を行い、異常があれば緊急対策工事を実施

・ 台風や豪雨等の際には異常時巡視を行い、異常があれば風水災害協定などを活用した緊急工事を実施

風水災害協定などを活用した緊急工事

１０月～３月
（通常時）

４月～５月
（出水期前）

６月～９月
（出水期）

・道路 （ のり面や擁壁等の変状 ）

・河川 （ 護岸等の変状、土砂の堆積、樹木の繁茂 ）

・砂防 （ 堰堤の堆砂状況、各施設の損傷状況 ）

施設に異常を確認

日常巡視 など

県管理公共土木施設の対応状況

※ 風水災害協定：風水災害時において、公共土木施設の機能を保持し、または速やかな回復のために協定
締結業者が施行する風水災害時の緊急対策工事を迅速かつ適切に行うための協定

異 常 時 巡 視
（台風・豪雨等）

施設に異常を確認 緊急対策工事出水期前点検

県土整備部
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①

②

③

④

ドローンの動き

人の動き

【凡例】

  １度のフライトで広範囲の調査が可能

  山間部等における危険箇所の状況を迅速かつ安全に把握することが可能

災害時に立入が困難な場所でも
 高機能ドローン により被災
状況の把握が可能

広範囲従来型ドローン

①

ドローンの動き

【凡例】

人の動き

高機能ドローン局所的

・局所的な災害においては従来型ドローンにより被災状況を把握（飛行範囲が限定）

（４）ドローンによる危険箇所等の点検

 ◆目視外自律飛行が可能な高機能ドローンを県土整備事務所に４機導入

 ◆職員２７名が高機能ドローンの国家資格を取得済
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ホーム⇒福岡県防災ＨＰ⇒道路情報

道路交通情報

Ⅲ 河川等の防災情報の提供

防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」を使った災害時の情報提供

ホーム⇒河川カメラ情報

河川カメラ
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防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」を使った災害に備えた情報提供

浸水想定区域の
確認

土砂災害警戒区域等
の箇所情報

ホーム⇒福岡県防災ＨＰ⇒県内の河川･･･はこちら⇒福
岡県総合防災情報⇒地図情報

ホーム⇒福岡県防災ＨＰ⇒県内の河川･･･はこちら⇒土
砂災害警戒区域等マップ

土砂災害危険度に
関する情報

ホーム⇒福岡県防災ＨＰ⇒県内の河川･･･はこちら⇒土
砂災害危険度情報

（今後着手）
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